令和８年　2月
中区スポーツセンター
令和８年度 小体育室クラブ団体専用調整会議について

１　目　的

クラブ団体専用調整会議は、小体育室を定期的に利用されるクラブ団体により多く、効率的に施設を使用していただくため、団体間での調整を図ることを目的とした会議です。

２　開催日時

開催日は、原則調整対象月の前月１日（休館日、土日祝の場合はその前日）とし、開催時間は、使用開始時刻が１４時半までの団体は１１時、使用開始時刻が１５時以降の団体は１９時です。（別紙参照）

３　開催場所

１１時からの会議は２階ロビーで、１９時からの会議は１階会議室で行います。

４　参加条件

（１）使用種目がスポーツセンターで使用可能であること。

（２）１０人以上で構成されるクラブ団体で、使用時にも１０人以上が参加でき、営利目的の利用でないこと。
５　使用条件等

（１）各クラブで使用できる日時は、原則として１週間あたり２時間を限度とします。

（１週間とは、日曜日から土曜日までです。）

（２）調整対象となる日程は、原則として大会・教室等の開催がない、スポーツセンターが指定する時間帯のみとします。

（３）使用予定日の前月１０日までに「広島市スポーツセンター使用許可申請書」に必要事項を記入のうえ、２階事務室で使用料金をお支払いください。
会議当日に支払いができない場合は、使用予定日の前月末までにお支払いください。

６　専用使用時の注意

（１）使用の際には、必ず事前に２階事務室受付で「広島市スポーツセンター使用許可書」を提示し、「原状回復点検表」を受け取ってください。この点検表は、使用終了時に各団体で自主点検を行い、当日の参加人数を記入したうえで、２階事務室受付に提出してください。

（２）ボールやラケット等の消耗品は、各クラブ団体で準備してください。

（小体育室内の備品は貸し出します。倉庫の鍵の開閉は職員にお申し出ください。）

（３）館内及び体育室内は土足禁止です。けが防止のため、上履きを着用してください。

また、必ず準備運動を行ってください。

（４）体育室内は、床面保護のため、原則飲食禁止としております。（ペットボトル等、倒れてもこぼれない容器に入った水分補給用飲料は可。）

（５）使用時間は、準備・撤去（清掃）を含んだ時間となっています。申請時間以前の準備・入室はできません。
（６）冷暖房の稼動については、原則、本協会の体育室における冷暖房設備の稼動基準に基づき、管理をさせていただきます。（令和４年１月２０日より）
（７）駐車場は台数に限りがあります。公共の交通機関にてご来館いただくようご協力をお願いいたします。

（８）使用に関して職員が指導・助言する場合があります。その指導・助言に従わないときは、使用をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

（９）その他、使用に関してご質問などがありましたら、職員までおたずねください。
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